
Mid KYUSHU共創サポーターズについて
～活動趣旨、具体的な活動内容、補助金等予算情報について～

令和7年3月
地域経済部

企業成長支援課



九州の中堅企業数（出所：2021年 経済センサス活動調査より作成）

九州における中堅企業支援 －立地状況－

（備考）2016年度九州経済白書「中核企業と地域産業の新陳代謝 ～新事業の創造と事業生態系づくり～」（九州経済調査協会）抜粋

○ 中堅企業は、中小企業を卒業した企業であり、規模拡大に伴い、
経営の高度化、商圏の拡大、事業の多角化といったビジネスの発
展が見られる段階の企業群。

○ 九州の中堅企業数は、全国比約5％（460社）と、全規模の
10.6％（約55万事業所）に対して少ない。（図２）

また、より大きな地方中枢・中核都市へ集中的に立地。（図１）
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② 従業員数1,000人以上① 従業員数100人以上
   and 売上高30億円以上 ③ 従業員数 300人等※ ～ 2000人

※製造業の場合の人数。中小企業を除く。

図2）九州管内 県･政令市別の中堅企業数

県・政令市 企業数

福岡県 249

北九州市 48

福岡市 153

佐賀県 21

長崎県 29

熊本県 50

熊本市 36

大分県 29

宮崎県 39

鹿児島県 43

（九州計） （460）

図1）九州地域における中堅・中核企業の分布図

更なる成長

中堅企業への成長
経営資源集約

①②

③



九州における中堅企業支援 －取組状況－

・ 中堅企業の成長を後押し、
成長型経済への転換を実現する

・ 中堅企業が抱える課題やニーズに
即した支援を全国/九州津々浦々
へ届ける

・ 中堅企業支援の立ち上げ
（体制、事業）

ミッション 及び 2024年度取組方針

周辺事業環境 2024年度の当局取組

ポテンシャル

・ 九州の中堅企業数は全国比
 約5％（約460社）

・ 福岡県/福岡市を中心に、
地方中枢・中核都市へ集中立地

・ 業種別には、卸･小売業、製造業、
サービス業の順に多い。

・ 九州は投資活況。成長投資に
  動く半導体・物流・DCなど。

中堅企業支援に向けた体制や
事業を立ち上げ、順次取組を開始

○連携支援体制の構築
・中堅企業等九州地域円卓会議
・中堅PF事業における伴走支援での連携（未来企業支援）

・Mid Kyushu 共創サポーターズ 創設
・省内・局内関係部署との連携

○情報の収集・発信
・企業等ヒアリング（※実態・課題・ニーズ等）
・九州局HP 中堅企業コーナー開設、メルマガ等

○各種支援施策の展開
・投資､新事業展開､M&A､海外展開等

○戦略・共有
・官邸 中堅企業成長促進ワーキンググループ
・中堅企業成長ビジョン策定

○中堅企業施策パッケージ
・設備投資（大規模成長投資補助金など）
・新事業展開支援（中堅プラットフォーム構築）
・税制措置

 地域未来投資促進税制 中堅枠
 グループ化促進税制 中堅枠（M&A）

○企業や支援機関等の取組

etc

＜アウトプット＞

・地域ブロック毎に､各省庁や支援
 機関の連携支援体制の構築
・中堅企業が抱える課題やニーズ
に即した支援を全国津々浦々へ
届ける

中堅企業等九州地域円卓会議

＜インプット＞

・取組方針やフォローアップの共有

・中堅企業・支援機関から現状、

  課題の聴取

・具体的な支援措置の検討 等
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企業 本社所在地 製品･サービス

(株)タカギ 福岡県北九州市 浄水器の製造販売

(株)イケヒコ・
コーポレーショ
ン

福岡県三潴郡大
木町

い草製品・畳・こたつ・ラ
グ・寝具製品を中心にイン
テリア商品の開発・製造・
企画・販売

(株)アステック
入江

福岡県北九州市
鉄事業をベースに環境リサ
イクルやファインセラミッ
クス精密加工等

(株)テノ.ホー
ルディングス

福岡県福岡市
保育・介護・生活支援関連
サービス

(株)オーレック
福岡県八女郡広
川町

草刈機・管理機・耕うん
機・運搬車などの製造販売

(株)筑水キャニ
コム

福岡県うきは市
農業・土木建設・林業用の
草刈り作業機・運搬車等の
製造販売

(株)やまやコ
ミュニケーショ
ンズ

福岡県福岡市 辛子明太子の製造・販売

(株)丸菱ホール
ディングス

熊本県上益城郡
益城町

製菓製パン・外食産業（厨
房機器含む）の総合商社

(株)ハウディ 熊本県熊本市
学校給食分野卸売からス
タートし、惣菜・外食・産
業給食・病院給食等の卸売

濱田酒造(株)
鹿児島県いちき
串木野市

焼酎等酒造メーカー

令和６年度「中堅・中核企業の経営力強化支援事業」
（プラットフォーム構築による新事業展開等支援事業）

3

⚫ 地域の中堅・中核企業のさらなる成長に向けて、新事業展開等に取り組む企業への支援を実施。

⚫ 地域・分野ごとのプラットフォームを構築し、①新事業展開への意識醸成、②連携支援機関とのネットワーキ

ング支援、③重点支援企業に向けてのハンズオン支援（高度な知識を有する専門家の派遣・ワークショップ等

を一貫して行う）を実施。

⚫ 九州においては地域プラットフォームの代表機関である株式会社Innovation Base九州が重点支援企業10社

に対する新事業展開支援を含む事業を実施。

代表
機関

①全国ワークショップの実施（働き方改革 等） ③専門家派遣コーディネート
②各地のプラットフォームをつなぐネットワーキング支援 ④事業成果の企業向けPR
（全国意見交換会・交流会の実施、オンライン交流推進）

補助
（10/10）

地域/分野ごとのプラットフォーム
経
済
産
業
省
・
経
済
産
業
局

中堅企業

中堅企業

①意識醸成

ワークショップ 専門家派遣

②ネットワーク構築

他地域のプラットフォーム

代表機関等 代表機関等

地域を超えたネットワークの形成

支援 支援

他地域のプラットフォーム

地域／テーマごとの
プラットフォームを全
国20か所程度

全国事務局
委託

【執行スキーム】

中堅企業

中堅企業

③重点支援

地方銀行

地域大学

産総研九州センター

大企業・スタートアップ

中小機構九州本部

⇒ ③：令和6年度重点支援企業
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⚫ プログラムの全体スケジュール

機運醸成セミナーや支援パートナーとのマッチング機会を創出し、全7回の実践型ワーク
ショップや事業計画策定に向けた個別相談を実施

2025年

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

支援ネットワークの
構築・運用

新事業展開支援
（10社程度）

新事業計画策定

説明会

Phase 1

Phase 3

Phase 2 募集 新規事業立ち上げWS ブラッシュアップ

事業計画書の策定

新規事業チームの組成

収支の整理

定例MTG

募集・選定

新規事業の構想
ソリューション

検討
仮説検証
メンタリング

機運醸成セミナー

募集

支援パートナー
オンラインマッチング会



九州における中堅企業支援 －Mid KYUSHU共創サポーターズ－

支援対象：

九州管内の中堅企業、
中堅クラス※の企業

 ※中小企業基本法上は中小企業でも売上高100億円以上
 の企業等、実質中堅規模の企業

マッチング・橋渡し

各種支援

連
携

Mid KYUSHU共創サポーターズ
参加機関

連携支援機関
（民間企業、専門家等）

※中堅規模企業への支援実績等を踏まえ登録

伴走支援者

金融機関、大学などの研究機関、
産業支援機関

民間支援機関（コンサルタント・民間コンサルティング会社）

省庁地方支分部局
自治体

政府PF

■ 活動内容

 ・中堅企業等九州地域円卓会議の補完
 ・実務的な支援体制・内容の見える化
 ・情報提供体制の構築、類似施策の連携により支援効果を高める
 ・橋渡し（各省庁の支援策紹介、専門家等紹介）、マッチング 等

■ これまでのスケジュール

 ・2024年12月～  サポーターズ候補機関への事前アプローチ
 ・2025年1月21日 サポーターズ募集開始、ニュースリリース
 

⚫ 管内中堅企業等への支援を継続的に実施するため、｢Mid KYUSHU共創サポーターズ｣を創設。公的支援機関、
金融機関等によるネットワークを形成し、中堅企業等への支援拡大のため情報共有やマッチング等の各種取組
を行う。

⚫ 他方、“中堅企業成長ビジョン策定に向けた作業部会”において、｢中堅企業等地域円卓会議｣を起点とした地域
毎の多様な業種に対応した、専門家ネットワーク形成について「政府で取り組む事項」とされていることから、
連携支援機関として、民間企業や専門家の参加についても併せて募集し、広報やセミナー等における取組紹介
等を行う。

新事業展開
販路開拓
資金調達
研究開発

等…
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※リリース後も募集は継続し、順次参画機関は増やしていく
※参画機関からの要望に応じ、活動内容は柔軟に見直していく
※国の支分部局や自治体等の行政機関へ案内し、関連する支援機関への案内を依頼する



・今後、九州経済産業局が事務局となり他省庁や自治体とも連携しながら、各参画機関の支援内容の見える化や勉強会の開催、各種マッチ

ング等を通して中堅企業等の支援ニーズに沿った活動を展開していく。
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Mid KYUSHU共創サポーターズ参画機関

オブザーバー
＜国出先機関＞
・九州総合通信局
・九州財務局
・福岡財務支局
・福岡出入国在留管理局
・九州農政局
・九州地方整備局
・九州運輸局

＜自治体＞
・福岡県（商工政策課)
・佐賀県（産業政策課)
・長崎県（産業政策課)
・大分県（商工観光労働企画課)
・福岡市（総務・中小企業部 政策調整課)
・北九州市（産業政策課)
・熊本市（経済政策課)

会員
＜金融機関、公的産業支援機関・大学・研究開発支援機関等＞
・(株)日本政策金融公庫
・(株)ふくおかフィナンシャルグループ
・(株)西日本シティ銀行
・(株)大分銀行
・中小機構 九州本部
・九州工業大学
・日本貿易振興機構・福岡事務所（九州沖縄統括）
・福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
・日本貿易保険
・北九州産業学術推進機構
・新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

連携支援機関
＜民間機関＞
・大阪中小企業投資育成(株)
・FFG インダストリーズ(株)
・(株)ＦＦＧ Ｓｕｃｃｅｓｓｉｏｎ
・(一社)IT 経営コンサルティング九州
・(一社)九州志士の会
・(株)サーキュレーション
・ (一社)九州テレコム振興センター
・ (一社)ジャパン・コスメティックセンター
・関門経済研究所
・合同会社フロムツーコンサルティング
・有限会社インテリジェントパーク ※3/6現在、３７機関

事務局
九州経済産業局



支援機関

取組内容

国の
行政機関

地方自治体 公的支援機関
(商工会議所、
  産業支援機関等)

金融機関 大学等の
研究機関

民間支援組織
（コンサルティ
ング企業等）

連絡会議
部会

中堅企業成長促進WG（官邸）

中堅企業等九州円卓会議
※支援体制のあり方検討

ネットワーク

※支援者プラッ
トフォーム

中堅･中核企業プラットフォーム構
築事業
※経産省補助事業 R6-7FY（～8FY）

Mid KYUSHU
共創サポーターズ

支援力の強化

支援者の登録、見える化、
情報共有・発信

勉強会

類似事業の整理・連携

イベント

セミナー、ワークショップ
※啓発･周知･広報、知識・スキル向上

マッチング
※ピッチイベント

個社サポート

※自他による
スポット又は
フル伴走支援

橋渡し
※専門家、支援機関などへの繋ぎ
※想定支援分野
（新事業展開、設備投資、研究開発、
製品･技術開発、販路開拓、M&A、
海外展開、税制優遇措置、事業承継､
経営強化､人材確保･育成､金融支援）

マッチング

＜備考＞
対象外支援

一貫してクローズ型で、各支援者
による支援対象の発掘・支援実施

（開催地） （オブザーバー：個社） （オブザーバー：個社）

対象：経済産業省所管 かつ 新事業展開支援のみ
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Mid KYUSHU共創サポーターズと他の取組との整理表



（今後のスケジュール案）
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2024年度

  3月7日(金)：サポーターズ準備会合（オンライン）

 （同時開催）中堅企業向け支援施策セミナー

３月中：サポーターズ登録機関を九州経済産業局HP上で紹介

2025年度

5月頃 ：サポーターズキックオフ会合（対面）（中堅企業等地域円卓会議と連携）

夏頃～：各種勉強会企画、開催

中堅企業プラットフォーム支援事業と連携したマッチング会開催 等



経済産業省の中堅企業等支援予算
ご紹介
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制度名 九州経済産業局問合せ先 連絡先

１．大規模成長投資補助金 地域経済部企業成長支援課 092-482-5435

２．中小企業成長加速化補助金 産業部経営支援課 092-482-5491

３．中小企業新事業進出促進補助金 産業部経営支援課 092-482-5491

４．中小企業省力化投資補助金 産業部経営支援課 092-482-5491

５．ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 地域経済部産業技術革新課 092-482-5465

６．地域未来投資促進税制 地域経済部企業成長支援課 092-482-5435

７．賃上げ促進税制 地域経済部産業人材政策室 092-482-5504

８．地域企業経営人材マッチング促進事業 地域経済部企業成長支援課 092-482-5435

※本日ご紹介しますものは中堅規模の企業様にご紹介したい一部施策ですので、他の施策にご関心がございましたらご遠慮なくお問い
合わせください。



〔九州経済産業局担当部署〕
地域経済部企業成長支援課
092-482-5435

令和６年度補正予算『大規模成長投資補助金』
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中堅・中小企業
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〔九州経済産業局担当部署〕
地域経済部企業成長支援課
092-482-5435

令和６年度補正予算『大規模成長投資補助金』

中堅・中小企業
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〔九州経済産業局担当部署〕
地域経済部企業成長支援課
092-482-5435

令和６年度補正予算『大規模成長投資補助金』

中堅・中小企業



〔九州経済産業局担当部署〕
産業部経営支援課
092-482-5491

中小企業成長加速化補助金

概要

売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業の大胆な設備投資を支援するもの。

活用イメージ 事業概要
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事業スキーム

※売上高100億円を目指す宣言： 中小企業が、自ら「売上高100億円

を超える企業になること」、「それに向けたビジョンや取組」を宣言し、
ポータル サイト（令和7年春頃開設予定）上に公表をするものです。

公募要領・問い合わせ先

・公募要領要領は令和7年3月公開予定。
・問い合わせ先については補助金事務局の決定
後掲載予定。

中小企業
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〔九州経済産業局担当部署〕
産業部経営支援課
092-482-5491

中小企業新事業進出促進補助金

⚫ 既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援

※公募開始時期や問い合せ先・事務局は未定。



〔九州経済産業局担当部署〕
産業部経営支援課
092-482-5491

中小企業省力化投資補助金
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中小企業



〔九州経済産業局担当部署〕
産業部経営支援課
092-482-5491

中小企業省力化投資補助金
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①機器カテゴリを選択 ②機器を選択

カタログ注文型 製品選択のイメージ

2025年1月16日現在 58カテゴリ 339製品が登録

※左図機器カテゴリ一は一部抜粋。一覧はこちら↓から確認できます。

URL：https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/product catalog.pdf

●
●
●

中小企業

https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/product_catalog.pdf


〔九州経済産業局担当部署〕
産業部経営支援課
092-482-5491

17

中小企業省力化投資補助金

(参考)カタログ紹介 ～券売機(食券販売機等)～
中小企業



〔九州経済産業局担当部署〕
産業部経営支援課
092-482-5491

中小企業省力化投資補助金
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問い合わせ先
●中小企業省力化投資補助事業コールセンター

事務局HP：https://shoryokuka.smrj.go.jp/

電話：0570-099-660   (IP)03-4335-7595

※お問合せ時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）

↑事務局HP ↑公募要領

応募・交付申請
2024年6月25日(火)～随時受付中
※2024年８月９日(金)より応募・交付申請は随時受付に変更になりました

※応募・交付申請の利便性向上を図り、早期の省力化を実現するため、当面の間、随時受付を行います

（メンテナンス期間を除く）

※採択・交付決定は申請から概ね1～2ヶ月程度を予定しています

※補助事業期間：原則、交付決定日から12か月以内

●カタログ登録サポートセンター
製品カタログの登録プロセスに関するご相談や、製品カタログにカテゴリ及び製品を登録するためのサポートについては
カタログ登録サポートセンターへお問い合わせください

電話：03-6746-1530  

※お問合せ時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）

↑説明動画
(中小企業向け)

↑説明動画 Youtube
(中小企業支援機関向け)

中小企業
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〔九州経済産業局担当部署〕
地域経済部産業技術革新課
092-482-5465

令和６年度補正予算
『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』

中小企業



20

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の概要

〔九州経済産業局担当部署〕
地域経済部産業技術革新課
092-482-5465

令和６年度補正予算
『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』

中小企業



⚫ 地域経済を牽引する企業の成長促進を通じた強靱な産業基盤の構築に向けて、地域経済の実情に応じ、
その発展・成長に特に資する分野に対する10億円以上の設備投資について新たな措置（特別償却50％
又は税額控除５％）を追加する。

⚫ 適用期限を3年間延長し、令和９年度末(2027年度末)までとする。

下記の①～③を満たす産業（※）を自治体が指定

※日本標準産業分類上の中分類ベースで確認・指定（３つまで）

※要件詳細については調整中

① 地域経済への波及効果

自治体におけるその産業の付加価値額の伸び率もしくは、

その付加価値額の県内の総付加価値額に占める割合が

一定以上であること

② 当該産業の成長性

自治体におけるその産業の売上高or就業者数or給与総額が

一定以上伸びていること

③ 自治体の計画性

自治体において関連する産業ビジョンが定められていること

＜地域経済の発展・成長に特に資する分野について＞

6

改正概要

対象者 地域経済牽引事業計画*１の承認を受けた者

機械装置
器具備品

通常枠*２
特別償却35%

又は税額控除４％

通常枠の要件及び下記①を満たした上で、②、③、④
のいずれかを満たす
① 労働生産性の伸び率５%*３以上かつ投資収益

率５％以上
② 創出される付加価値額が１億円以上、かつ、直近

事業年度の付加価値額増加率が８%以上
③ 創出される付加価値額が３億円以上、かつ、事業を

実施する企業の前年度と前々年度の平均付加価
値額が50億円以上

④ 創出される付加価値額が１億円以上、かつ、自治
体が指定する地域の経済発展・成長に特に資する
分野に該当する事業であって、設備投資額が10億
円以上であること

特別償却50%
又は税額控除５％

中堅企業枠
特別償却50％

又は税額控除６％

建物、附属設
備、構築物

特別償却20%／税額控除２％

*１ 地方自治体が策定し、国が同意した基本計画に基づき策定した事業計画であり、都道府県知事による承認が必要。
*２ サプライチェーン類型について、廃止。
*３ 中小企業者については労働生産性の伸び率が４％以上とする。

【適用期限：令和９年度末(2027年度末)まで】※赤字が今回の新設箇所
（下線は今回の主な改正箇所）

令和6年度税制改正

地域未来投資促進税制の拡充及び延長（所得税・法人税・法人住民税・事業税）

〔九州経済産業局担当部署〕
地域経済部企業成長支援課
092-482-5435 全ての企業



〔九州経済産業局担当部署〕
地域経済部産業人材政策室

092-482-5504
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⚫ ３０年ぶりの高い水準の賃上げ率を一過性のものとせず、構造的・持続的な賃上げを実現することを目指す。

令和6年度税制改正

大
企
業

中
小
企
業

中
堅
企
業

継続雇用者※４

給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

※６

教育
  訓練費※７

（前年度比）

税額
控除率

両立支援
・

女性活躍

税額
控除率

最大
控除率

＋３％ 10％

＋10％
５％

上乗せ

プラチナくるみん
ｏｒ

プラチナえるぼし

５％
上乗せ

35％
＋４％ 15％

＋５％ 20％

＋７％ 25％
※１

※２

※３

継続雇用者
給与等支給額

（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

両立支援
・

女性活躍

税額
控除率

最大
控除率

＋３％ 10％
＋10％

５％
上乗せ

プラチナくるみん
ｏｒ

えるぼし三段階目以上

５％
上乗せ

35％
＋４％ 25％

継続雇用者
給与等支給額

（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

最大
控除率

＋３％ 15％

＋20％
５％

上乗せ
30％

＋４％ 25％

ー ー

ー ー

全雇用者※５

給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

両立支援
・

女性活躍

税額
控除率

最大
控除率

＋1.5％ 15％
＋５％

10％
上乗せ

くるみん
ｏｒ

えるぼし二段階目以上

５％
上乗せ

45％
＋2.5％ 30％

全雇用者
給与等支給額

（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

最大
控除率

＋1.5％ 15％
＋10％

10％
上乗せ

40％
＋2.5％ 30％

改正後 【措置期間：３年間】 改正前 【措置期間：２年間】

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の５年間の繰越しが可能※８。

※１ 「資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上」又は「従業員数2,000人超」のいずれかに当てはまる企業は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出を行うことが適用の条件。それ以外の企
業は不要。

※２ 従業員数2,000人以下の企業（その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある法人の従業員数の合計が１万人を超えるものを除く。）が適用可能。
ただし、資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要。

※３ 中小企業者等（資本金１億円以下の法人、農業協同組合等）又は従業員数1,000人以下の個人事業主が適用可能。
※４ 継続雇用者とは、適用事業年度及び前事業年度の全月分の給与等の支給を受けた国内雇用者（雇用保険の一般被保険者に限る）。
※５ 全雇用者とは、雇用保険の一般被保険者に限られない全ての国内雇用者。
※６ 税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給増加額に税額控除率を乗じて計算。ただし、控除上限額は法人税額等の20％。
※７ 教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05％以上である場合に限り、適用可能。
※８ 繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り、適用可能。

賃上げ促進税制の拡充及び延長（所得税・法人税・法人住民税・事業税） 全ての企業



地域企業による大企業人材の採用

地
域
の
中
堅
・

中
小
企
業

人材リスト

地域経済
活性化支援機構
（REVIC）

人材リスト管理

求人
ニーズ

人材
紹介

地銀等・
提携先の人材紹介会社

など

人材マッチングの
仲介役

政府の関連施策
との連携

大企業

地域企業で
活躍したいと
考える社員 等

 事業スキーム

⚫ 政府として「地方への新しい人の流れ」の創出に向けた取組みが進む。金融庁としても、地域金融機関の人材
仲介機能を強化し、転籍や兼業・副業、出向といった様々な形を通じた、大企業から中堅・中小企業（ベン
チャー企業を含む）への人の流れを創出し、大企業で経験を積まれた方々の各地域における活躍を後押し

– 中堅クラスの兼業・副業、出向 ⇒ 将来の幹部人材として外部で経営に関わる貴重な経験に

– シニア世代の方の転籍 ⇒ 人生100年時代に必要性の高まるセカンドキャリアの獲得機会に

検索
(オンライン)

人材情報
登録

求人情報
登録

検索
(オンライン)

○ 採用形態・年収に応じて給付

転籍：上限450万円 兼業・副業、出向：上限200万円

個人登録

人事部登録
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地域企業経営人材マッチング促進事業について
〔九州経済産業局問い合わせ先〕
地域経済部企業成長支援課
092-482-5435 中堅・中小企業



「人材マッチングの仲介役」となる地域金融機関

⚫ 金融庁は、2018年３月、地域金融機関等において取引先企業に対する人材紹介業務が可能であると明確化

⚫ 地域金融機関は、取引先企業の事業性評価・伴走支援活動の一環として人材紹介業務を実施。人材紹介の
前提となる経営課題の把握から、人材を紹介した後のフォローアップまで、ワンストップで支援

１ 経営課題の
抽出・分析、提案

✓取引先の経営課題解
決のため、人材紹介
による支援を提案

３
人材の選定・採用

✓ふさわしい人材を選
定し、取引先企業へ
紹介。採用プロセス
を経て成約

４ フォローアップ・
継続支援

✓取引先企業に対する
継続的なフォローや、
入社した人材に対す
る定着支援

２ ニーズの発掘・
求人票作成

✓経営者等との対話を
通じて、必要となる
人材像を明確化し、
求人票を作成

※ ヒト以外にも、融資や連携
先企業の紹介等、多様な
ソリューションを提供可能

人材紹介業務における地域金融機関の提携先の例

内閣府・プロフェッショナル
人材戦略拠点

大手人材紹介会社、
地場の人材紹介会社

 地域金融機関の人材マッチングフロー

取引先企業への継続的な
フォローは、一般の人材紹
介会社とは異なる、地域金
融機関の取組みの特徴
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地域企業経営人材マッチング促進事業について
〔九州経済産業局問合せ先〕
地域経済部企業成長支援課
092-482-5435 中堅・中小企業
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